
 

経営革新実行支援補助金（福岡県） 

関連ＵＲＬ(2020.05.27) 
 

・経営革新実行支援補助金 

 提出様式有 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keieikakushin-jikkoushien.html 

 

・「経営革新計画について」 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keiei-kakushin.html 

 

・広報用チラシ [PDFファイル／2.92MB] 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/111977.pdf 

次ページ以降に表示 

 

・経営革新実行支援補助金交付要綱 [PDFファイル／254KB] 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/112019.pdf 

 

 

・各支援事業のデータは、直鞍産業振興センターとして必要と思われる部分を抜粋して 

 記載しています。 

・各社、個人においては、不足のデータがあると思いますが、その場合には一番最初の 

 URLに入って頂き検索をお願いします。 

・また各データは日々更新があっています。出来るだけ最新を検索していますが、間に 

合っていない場合は御容赦ください。 

 

 

直鞍産業振興センター ＡＤＯＸ福岡 
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番号　２

名称 経営革新実行支援補助金

分類 補助金

支援目的
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経営環境の変化に対応するため、経営革新
計画を策定し、新たな取組にチャレンジする中小企業を支援

支援内容

＜対象者＞
　・福岡県内の中小企業・個人事業主
　・経営革新計画の承認（申請中を含む）を受けたもの（計画変更も可）
　・直近数ヵ月の売上が前年同期比で15％以上減少

＜対象事業＞
　新サービスの開発・提供など新たな取組に係る経費

＜対象経費＞
　謝金、旅費、会場借料、広報料、
　材料・消耗品費、機器賃借料、
　機器購入費、委託費、
　その他知事が必要と認める経費

＜補助額＞
　上限50万円（採択予定数200件程度）

＜補助率＞
　3/4

＜スケジュール＞
　申請受付開始：5月7日（木）

＜申請先＞
　県内４地区の中小企業振興事務所

問合せ先
福岡県商工部新事業支援課新分野推進係
TEL:092-643-3449

＜想定される活用例＞

○食堂が運転代行業者と連携してデリバ

リーサービスを開始する場合

・宣伝広告費（チラシや店頭看板製作費）

・備品購入費（食品容器や保温保冷容器）

等

○スポーツジムやカルチャー教室がイン

ターネットを活用し、双方向での指導サービ

スを開始する場合

・備品購入費（パソコンやウェブカメラ）

・委託費（ウェブサイト改修）

等



お問合せ先 福岡県商工部新事業支援課新分野推進係
�０９２－６４３－３４４９（平日9時〜17時） 詳しい内容は裏面に記載しています。

募集期間 令和２年５⽉７日（⽊）~ 補助⾦予算額に達するまで

対象者
（すべてに該当）

・福岡県内の中小企業者
・経営革新計画の承認を受けていること（申請中を含む）
・新型コロナウイルス感染症の影響で、売上⾼が前年同月比で15％以上減少しており、
その後2か月間を含む3か月間の売上⾼が前年同期比で15％以上減少すると⾒込まれること

対象事業

補助内容 補助率︓対象経費の３／４（円未満切り捨て）
補助⾦額︓上限５０万円

新商品や新サービスの開発、生産又は提供
商品の新たな販売方式や新サービスの提供方式の導入 等

対象経費 謝⾦、旅費、会場借料、広報料、材料・消耗品費、機器賃貸料、委託費、
その他計画事業において必要と認める経費

具体例①
飲食店がデリバリーやテイクアウト
を開始
【対象経費】

食品容器や保温保冷容器の購入、
クーポン券印刷、雑誌掲載料 等

具体例②
ヨガスタジオや料理教室がオンライン
レッスンを開始
【対象経費】

ウェブサイトの改修費
映像機材等の購入 等

具体例③
カラオケボックス店がテレワーク用の
個室に一部改装
【対象経費】

改装に要する資材の購入
ネット回線の工事費 等

福岡県ホームページ
提出にあたっては、必ず下記福岡県ホームページで「中小企業経営革新実⾏⽀援補助⾦交付要綱」

をご確認ください。
「【福岡県新型コロナウイルス感染症緊急対策】中小企業経営革新実⾏⽀援補助⾦」のご案内
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keieikakushin-jikkoushien.html

補助対象期間 令和２年４月１日 ~ 令和３年２月２８日



補助事業の流れ ＊補助⾦交付業務は、（公財）福岡県中⼩企業振興センターが⾏います。

○福岡県福岡中⼩企業振興事務所
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町９番１５号

中小企業振興センター１階
☎（０９２）６２２－１０４０

○福岡県久留⽶中⼩企業振興事務所
〒830-0022 久留⽶市城南町１５－５

久留⽶商工会館３階
☎（０９４２）３３－７２２８

○福岡県北九州中⼩企業振興事務所
〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町１番３５号

北九州市⽴商工貿易会館６階
☎（０９３）５１２－１５４０

○福岡県飯塚中⼩企業振興事務所
〒820-8507 飯塚市吉原町６番１２号

飯塚商工会議所ビル４階
☎（０９４８）２２－３５６１

提出先（下記の管轄地域の中⼩企業事務所に郵送してください。）

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、
太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久⼭町、粕屋町

大牟⽥市、久留⽶市、柳川市、⼋⼥市、筑後市、大川市、
小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、
筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町

北九州市、⾏橋市、豊前市、中間市、
芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、苅⽥町、みやこ町、
吉富町、上毛町、築上町

直方市、飯塚市、⽥川市、宮若市、嘉⿇市、
小竹町、鞍手町、桂川町、香春町、添⽥町、糸⽥町、
川崎町、大任町、赤村、福智町

①申請書の提出①申請書の提出

②交付決定②交付決定

③事業開始③事業開始

⑤事業終了⑤事業終了

⑧補助⾦の入⾦⑧補助⾦の入⾦

申請者は、中小企業振興事務所に申請書を提出申請者は、中小企業振興事務所に申請書を提出

（公財）福岡県中小企業振興センターは、補助⾦交付決定通知書を申請者に送付（公財）福岡県中小企業振興センターは、補助⾦交付決定通知書を申請者に送付

申請者は、事業を実施申請者は、事業を実施

（公財）福岡県中小企業振興センターは、進捗状況を確認
必要に応じて、申請者に専門家を派遣、アドバイスを実施
（公財）福岡県中小企業振興センターは、進捗状況を確認
必要に応じて、申請者に専門家を派遣、アドバイスを実施

申請者は、実績報告書を（公財）福岡県中小企業振興センターに提出申請者は、実績報告書を（公財）福岡県中小企業振興センターに提出

（公財）福岡県中小企業振興センターは、申請者に補助⾦を振込（公財）福岡県中小企業振興センターは、申請者に補助⾦を振込

⑥補助⾦額の確定⑥補助⾦額の確定 （公財）福岡県中小企業振興センターは補助⾦の額を確定（公財）福岡県中小企業振興センターは補助⾦の額を確定

⑦補助⾦の請求⑦補助⾦の請求 申請者は、（公財）福岡県中小企業振興センターに請求書を提出
（ただし、必要に応じて、交付決定後に補助⾦の請求を⾏うことができます。）
申請者は、（公財）福岡県中小企業振興センターに請求書を提出
（ただし、必要に応じて、交付決定後に補助⾦の請求を⾏うことができます。）

④進捗状況の確認④進捗状況の確認

提出書類 ３部（原本１部、写し２部）
下記の①~⑧を１セットとして、左上をホチキス止めし、原本１部、写し２部を提出してください。
申請様式は、福岡県ホームページからダウンロードすることができます。
①交付申請書（様式第１号）
②事業計画書（様式第２号）
③事前着手等届（様式第３号）
④誓約書（様式第４号）
⑤経営革新計画に係る承認（変更）申請書一式（写し）
⑥セーフティーネット第４号の規定に基づく認定書（写し）又は、市町村が発⾏する証明書（写し）又は、
売上⾼の１５％以上減少の申出書（様式第５号）及び根拠資料（売上台帳、残⾼ 試算表等）
⑦交付申請額の算定根拠となる⾒積書の写し
⑧通帳の表紙をめくった名義⼈⽒名、⼝座番号、銀⾏名、⽀店名が記載されたページの写し

福岡県 コロナ 経営革新


